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告   示 

奈良市告示第449号 

 令和7年奈良市議会9月定例会において成立した次に掲げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第

219条第2項の規定により別紙のとおり公表する。 

 令和7年10月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和7年度奈良市一般会計補正予算（第3号） 

2 令和7年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第1号） 

3 令和7年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第1号） 

4 令和7年度奈良市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） 
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（令和7年10月1日掲示済） 

 

奈良市告示第450号 

 令和 7 年奈良市議会 9 月定例会において認定の議決がなされた次に掲げる奈良市歳入歳出決算及び奈良市公営企

業決算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第6項の規定により、別紙のとおり公表する。 

 令和7年10月1日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和6年度奈良市一般会計歳入歳出決算 

2 令和6年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算 

3 令和6年度奈良市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

4 令和6年度奈良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

5 令和6年度奈良市介護保険特別会計歳入歳出決算 

6 令和6年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算 

7 令和6年度奈良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

8 令和6年度奈良市病院事業会計決算 

9 令和6年度奈良市水道事業会計決算 

10 令和6年度奈良市下水道事業会計決算 

11 令和6年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合市町村特別会計（奈良市）歳入歳出決算書 
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（令和7年10月1日掲示済） 

 

奈良市告示第451号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第82条第2項の規定により、指定居宅介護支援事業者を廃止したので、同

法第85条第2号の規定により公示する。 

令和7年10月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和7年9月15日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2970101412 
居宅介護支

援 

ホームケアー株式

会社 

奈良県奈良市学園

朝日町6番11-1

号 

ホームケアー奈良 
奈良県奈良市川久

保町6-1 

2 廃止年月日 令和7年9月8日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2970104408 
居宅介護支

援 

株式会社ざいたっ

く 

奈良県大和郡山市

千日町51番地2

千日住宅18号 

ケアプランセンタ

ーすみれ 

奈良県奈良市北之

庄町41-2キノシ

タビル2F 

（令和7年10月2日掲示済） 

 

奈良市告示第452号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第75条第2項の規定により、指定居宅サービス事業者を廃止したので、同

法第78条第2号の規定により公示する。 

令和7年10月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和7年9月8日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

 

2970104754 

 

訪問介護 
株式会社ざいたっ

く 

奈良県大和郡山市

千日町51番地2

千日住宅18号 

介護センターすみ

れ 

奈良県奈良市北之

庄町41-2キノシ

タビル2F 

（令和7年10月2日掲示済） 

 

奈良市告示第453号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良市条例第23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第10条第1項の規定により告示する。 

 令和7年10月3日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和7年9月18日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及びJR奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目288番地の1） 
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5 引取期間 

 移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第3号）第1条第1項に規定する

市の休日（毎月の第2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和7年10月3日掲示済） 

 

奈良市告示第454号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良市条例第23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第10条第1項の規定により告示する。 

 令和7年10月3日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和7年9月24日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺、JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目288番地の1） 

5 引取期間 

 移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第3号）第1条第1項に規定する

市の休日（毎月の第2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和7年10月3日掲示済） 

 

奈良市告示第455号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和7年10月3日 
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    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和7年7月11日 奈良市指令整開 第25A-9号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和7年10月3日 第1958号 

3 開発区域に含まれる地域 

 奈良市六条町305番1 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良市八条町398番地の1 

大吉建設株式会社 代表取締役 吉信 秀樹 

（令和7年10月3日掲示済） 

 

奈良市告示456号 

奈良市観光案内所規則（平成21年奈良市規則第60号）第6条第2項の規定により、次のとおり観光案内所の開所

時間を変更します。 

令和7年10月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 開所時間の変更 

施 設 名 期 間 開所時間 

奈良市総合観光案内所 令和7年10月25日、26日 

令和7年11月1日、2日、3日、8日、9日、 

15日、22日、29日 

午前9時から午後8

時まで 奈良市近鉄奈良駅観光案内所 

（令和7年10月3日掲示済） 

 

奈良市告示第457号 

 国税徴収法（昭和34年法律第147号）第82条の規定に基づく交付要求通知書については、その送達を受けるべき

者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の2第1項の規

定により、次のとおり公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和7年10月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

 交付要求通知書 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和7年10月6日掲示済） 

 

奈良市告示第458号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良市条例第23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第10条第1項の規定により告示する。 

 令和7年10月7日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和7年10月2日 

3 移動対象区域 
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 JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目288番地の1） 

5 引取期間 

 移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第3号）第1条第1項に規定する

市の休日（毎月の第2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和7年10月7日掲示済） 

 

奈良市告示第459号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和7年10月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和6年11月27日 奈良市指令整開 第24A-33号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和7年10月8日 第1959号 

公共施設 令和7年10月8日 第996号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市大安寺四丁目1006番1、1007番1の一部及び1007番2 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

大阪市北区大淀中一丁目1番30号 

積水ハウス不動産株式会社関西営業本部 本部長 吉田 憲一 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

(1) 道路 

奈良市大安寺四丁目1006番1、1007番1及び1007番2の各一部 

(2) 歩行者専用通路 

奈良市大安寺四丁目1007番2の一部 

(3) 下水道 

奈良市大安寺四丁目1006番1及び1007番1の各一部 

(4) 調整池 

奈良市大安寺四丁目1007番1及び1007番2の各一部 

（令和7年10月8日掲示済） 

 

奈良市告示第460号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項の規定により、施術者の指定をしたので、同法第55条の3

の規定により告示する。 
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 令和7年10月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定施術者の氏名 
施術の種類 指定年月日 

施術所の名称 施術所の所在地 

松尾 哲司 
柔道整復 

令和7年 

7月1日 寺坂整骨院 大阪市生野区巽東2-5-16 102号 

  （令和7年10月8日掲示済） 

 

奈良市告示第461号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項の規定により、施術者の指定をしたので、同法第55条の3

の規定により告示する。 

 令和7年10月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定施術者の氏名 
施術の種類 指定年月日 

施術所の名称 施術所の所在地 

松尾 哲司 
はり・きゅう 

令和7年 

7月1日 寺坂はり灸院 大阪市生野区巽東2-5-16 102号 

  （令和7年10月8日掲示済） 

 

奈良市告示第462号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項の規定により、施術者の指定をしたので、同法第55条の3

の規定により告示する。 

 令和7年10月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定施術者の氏名 
施術の種類 指定年月日 

施術所の名称 施術所の所在地 

木戸 真広 
あんま 

はり・きゅう 

令和7年 

7月1日 JoyPlus針灸院 
堺市西区津久野町1-7-40ヴェリテ

津久野1301 

 （令和7年10月8日掲示済） 

 

奈良市告示第463号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第1項の規定により、施術者の指定をしたので、同法第55条の3

の規定により告示する。 

 令和7年10月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定施術者の氏名 
施術の種類 指定年月日 

施術所の名称 施術所の所在地 

中前園 智 
あんま 

はり・きゅう 

令和7年 

7月1日 
KEiROW大阪枚方 

ステーション 

枚方市山之上西町28-23アモールビ

ル2階 

  （令和7年10月8日掲示済） 

 

奈良市告示第464号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21号）第3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第4項の規定により告示する。 

 令和7年10月10日 
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    奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

四条大路一丁目11番10号 西大寺国見町二丁目16番30号 恋の窪一丁目6番6号 

七条一丁目8番1号 尼 中町3番37-2号 恋の窪一丁目6番7号 

西大寺北町一丁目2番11-1号 学園南三丁目4番15-1号 大森西町7番7号 

西大寺北町一丁目2番11-2号 学園南三丁目4番15-2号  

西大寺北町一丁目2番11-3号 学園北二丁目2番18-室番号  

西大寺北町一丁目2番11-4号 三松ヶ丘8番17号  

帝塚山三丁目8番28号 西大寺芝町一丁目4番24号  

西大寺国見町二丁目14番26号 疋田町三丁目2番23-2号  

秋篠三和町二丁目9番8号 富雄元町一丁目11番3-1号  

学園南二丁目11番14号 二条町二丁目7番3号  

西大寺国見町三丁目2番29号 西大寺国見町一丁目6番7-室番  

西登美ヶ丘四丁目9番24号 西大寺野神町一丁目1番15-1号  

大安寺七丁目27番5号 二条町二丁目6番11-2号  

西大寺新田町2番21号 登美ヶ丘一丁目4番5号  

五条畑一丁目7番9号 東登美ヶ丘六丁目9番8号  

三松ヶ丘7番10号 百楽園四丁目5番6-1号  

帝塚山三丁目23番8号 百楽園四丁目5番6-2号  

帝塚山三丁目25番25号 若葉台四丁目7番24号  

三条添川町9番9号 学園北一丁目4番13号  

（令和7年10月10日掲示済） 

 

奈良市告示第465号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、

建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定により公告する。 

 令和7年10月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

申請者住所 奈良市法華寺町1228番地 

申請者氏名 株式会社ハウスプロジェクト 代表取締役 小田 孝洋 

道路の位置 奈良市東九条町484番1及び484番2の各一部 

道路の幅員 最大6.05m 最小6.01m 

道路の延長 30.92m 

指定年月日 令和7年10月10日 

指 定 番 号 第R0702号 

（令和7年10月10日掲示済） 

 

奈良市告示第466号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第41条第1項及び第53条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及

び指定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第78 条第 1号及び第115 条の 10 第 1 号の規定により公示す

る。 

令和7年10月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和7年10月1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 
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2960199467 

（介護予

防）訪問看

護 

TKHソリューソン

ズ株式会社 

奈良県奈良市法華

寺町 348 サンハイ

ツ2号館105号 

精神科特化型訪問

看護ステーション

つなぐ 

奈良県奈良市法華

寺町 348 サンハイ

ツ2号館105号 

2960199475 訪問看護 
株式会社トライス

トーン 

大阪府大阪市住吉

区東粉浜二丁目2

番14号 

トライズ訪問看護

ステーション奈良 

奈良県奈良市瓦堂

町22サンコーポ瓦

堂201号室 

（令和7年10月10日掲示済） 

 

奈良市告示第467号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第46条第1項の規定により、指定居宅介護支援事業者を指定したので、同

法第85条第1号の規定により公示する。 

令和7年10月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和7年10月1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970191256 
居宅介護支

援 

ライトニングコス

モ株式会社 

奈良県奈良市高畑

町152-5 

ケアプランセンタ

ーペガサス 

奈良県奈良市高畑

町152-5 

（令和7年10月10日掲示済） 

 

奈良市告示第468号 

介護保険法（平成9年法律第123号）第58条第1項の規定により、指定介護予防支援事業者を指定したので、同

法第115条の30第1号の規定により公示する。 

令和7年10月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和7年10月1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970102956 
介護予防支

援 

有限会社コミュニ

ティサポートかな

で 

奈良県奈良市六条

西三丁目14番4号 

居宅介護支援事業

所かなで 

奈良県奈良市六条

西三丁目 13 番 15

号 

（令和7年10月10日掲示済） 

 

奈良市告示第469号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の2の3第1項の規定により次のとおり指定納付受託者として指定

したので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の2第2項の規定により告示する。 

令和7年10月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定納付受託者 

(1) 名称 

株式会社トラストバンク 代表取締役 大井 潤 

(2) 住所又は事務所の所在地 

東京都品川区上大崎三丁目1番1号 

2 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

戸籍謄抄本等交付手数料 

除籍謄抄本等交付手数料 

届出又は申請の受理等の証明書交付手数料 
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住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料 

除票の写し又は除票記載事項証明書交付手数料 

戸籍の附票の写し交付手数料 

戸籍の附票の除票の写し交付手数料 

印鑑登録証明書交付手数料 

身分証明書等その他証明書交付手数料 

課税・非課税証明書交付手数料 

住宅用家屋証明交付手数料 

名寄帳交付手数料 

おむつ代医療費控除に係る確認証明書手数料 

墓地使用許可書の書換え手数料又は再交付手数料 

予防接種実費徴収金 

その他雑入（郵送料） 

犬の登録手数料 

犬の鑑札の再交付手数料 

狂犬病予防注射済票交付手数料 

狂犬病予防注射済票再交付手数料 

飲食店営業等許可申請手数料 

製造所設置許可申請手数料 

屋内貯蔵所設置許可申請手数料 

屋外タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

屋内タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

地下タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

簡易タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

移動タンク貯蔵所設置許可申請手数料 

屋外貯蔵所設置許可申請手数料 

給油取扱所設置許可申請手数料 

販売取扱所設置許可申請手数料 

一般取扱所設置許可申請手数料 

製造所変更許可申請手数料 

屋内貯蔵所変更許可申請手数料 

屋外タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

屋内タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

地下タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

簡易タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

移動タンク貯蔵所変更許可申請手数料 

屋外貯蔵所変更許可申請手数料 

給油取扱所変更完成検査許可申請手数料 

販売取扱所変更完成検査許可申請手数料 

一般取扱所変更完成検査許可申請手数料 

製造所設置完成検査手数料 

屋内貯蔵所設置完成検査手数料 

屋外タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

屋内タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

地下タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

簡易タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

移動タンク貯蔵所設置完成検査手数料 

屋外貯蔵所設置完成検査手数料 
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給油取扱所設置完成検査手数料 

販売取扱所設置完成検査手数料 

一般取扱所設置完成検査手数料 

製造所変更完成検査手数料 

屋内貯蔵所変更完成検査手数料 

屋外タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

屋内タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

地下タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

簡易タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

移動タンク貯蔵所変更完成検査手数料 

屋外貯蔵所変更完成検査手数料 

危険物の仮貯蔵仮取扱承認申請手数料 

製造所等の仮使用承認申請手数料 

タンク水張検査手数料 

タンク水圧検査手数料 

防火管理講習課程修了証明書再発行手数料 

その他証明手数料 

納税証明書交付手数料 

固定資産評価・税額等証明書交付手数料 

扶養証明書交付手数料 

事業証明書交付手数料 

証明書交付手数料（医事薬事） 

薬局開設許可証再交付手数料 

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料 

薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料 

医薬品店舗販売業許可証再交付手数料 

高度管理医療機器等販売業貸与業許可証再交付手数料 

毒物劇物販売業登録票再交付手数料 

診療所開設許可申請手数料 

診療所構造設備使用許可申請手数料 

衛生検査所登録証明書再交付手数料 

飲食店営業等許可証書換え交付手数料 

飲食店営業等許可証再交付手数料 

製造所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

屋内貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

屋外タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

屋内タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

地下タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

簡易タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

移動タンク貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

屋外貯蔵所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

給油取扱所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

販売取扱所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

一般取扱所変更許可及び仮使用承認申請手数料 

建築確認台帳記載証明手数料 

ななまるカード再発行実費徴収金 

行政財産使用料 

地境明示手数料 
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境界確定原本証明手数料 

市道証明交付手数料 

市道幅員証明交付手数料 

食鳥処理事業許可申請手数料 

食鳥処理事業許可証書換え交付手数料 

食鳥処理事業許可証再交付手数料 

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 

確認規程認定申請手数料 

確認規程認定証書換え交付手数料 

確認規程認定証再交付手数料 

確認規程変更認定申請手数料 

乳児等通園支援事業利用料 

一時保護所職員給食代金 

都市計画証明願 

地形図・都市計画図等の販売 

都市計画境界明示手数料 

輸出証明書の発行手数料 

適合施設の認定手数料（現地調査を要する場合） 

適合施設の認定手数料（現地調査を要しない場合） 

自動車リサイクル取扱業登録・許可申請手数料 

光熱水費等収入 

土地建物貸付収入 

祖霊堂使用料 

3 指定日 

令和7年10月15日 

4 指定期間 

令和7年10月15日から令和10年3月31日まで 

（令和7年10月15日掲示済） 

 

奈良市告示第470号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良市条例第23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第10条第1項の規定により告示する。 

 令和7年10月15日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和7年10月9日 

3 移動対象区域 

 JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目288番地の1） 

5 引取期間 

 移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第3号）第1条第1項に規定する

市の休日（毎月の第2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 
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(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和7年10月15日掲示済） 

 

奈良市告示第471号 

 令和7年奈良市告示第165号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

令和7年10月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙2の表中 

 

髙井レディースクリニック 油阪町1-66 26-0551 ○ ○ 

高木医院 三条町2-474福森ビル2F 26-2050 ○ ○ 

 

髙井レディースクリニック 油阪町1-66 26-0551 ○ ○ 

 

改める。 

（令和7年10月15日掲示済） 

 

奈良市告示第472号 

 令和7年奈良市告示第432号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

令和7年10月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙の表中 

 

髙井レディースクリニック 油阪町1-66   26-0551 ○  

高木医院 三条町2-474福森ビル2F 26-2050 ○ ○ 

 

髙井レディースクリニック 油阪町1-66   26-0551 ○  

 

竹谷内科医院 富雄元町二丁目1-19奥川ビル2F 45-2011 ○ ○ 

 

竹谷内科医院 富雄元町二丁目1-19奥川ビル2F 45-2011 ○  

 

市立奈良病院 東紀寺町一丁目50-1 24-1251 ○  

 

市立奈良病院 東紀寺町一丁目50-1 24-1251 ○ ○ 

 

改める。 

（令和7年10月15日掲示済） 

 

監   査 

を 

に 

を 

を 

に、 

に、 

を 

に 
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奈良市監査委員告示第17号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表します。 

令和7年10月8日 

                            奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       寺 川   拓  

同       植 村 佳 史  

同       栁 田 昌 孝  

中央図書館 

監査結果公表日 令和7年7月2日（奈良市監査委員告示第14号） 

措置結果通知日 令和7年9月4日 

[監査の結果] [措置の内容] 

長期継続契約で締結されている図書受取ロッカー等

一式保守業務委託において、契約書に「翌年度以降に

おいて予算が減額又は削除されたときは、本契約を変

更又は解除することができる」旨の記載がなかった。 

長期継続契約は、債務負担行為の設定を行うことな

く翌年度以降にわたり契約を締結できる例外的な契約

方法であり、契約書に前述の条件を付すことが必須条

件とされている。 

適正な契約事務を行われたい。 

委託契約書に、第24条として「発注者は、この契約

の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契

約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注者

にこの契約の変更を申し出、又はこの契約を解除する

ことができる。」を追加し、令和7年6月30日付けで

変更契約を締結しました。 

教育DX推進課 

監査結果公表日 令和7年7月2日（奈良市監査委員告示第14号） 

措置結果通知日 令和7年10月1日 

[監査の結果] [措置の内容] 

長期継続契約で締結されている学校・保護者連絡網

システムの利用契約において、契約書に「翌年度以降

において予算が減額又は削除されたときは、本契約を

変更又は解除することができる」旨の記載がなかっ

た。 

長期継続契約は、債務負担行為の設定を行うことな

く翌年度以降にわたり契約を締結できる例外的な契約

方法であり、契約書に前述の条件を付すことが必須条

件とされている。 

適正な契約事務を行われたい。 

委託契約書に、第23条として「発注者は、この契約

の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契

約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注者

にこの契約の変更を申し出、又はこの契約を解除する

ことができる。」を追加し、令和7年6月30日付けで

変更契約を締結しました。 

衛生浄化センター 

監査結果公表日 令和5年6月30日（奈良市監査委員告示第11号） 

措置結果通知日 令和7年10月1日 

[監査の結果] [措置の内容] 

 長期継続契約で締結されている衛生浄化センター自

家用電気工作物保安管理業務委託において、契約書に

「翌年度以降において予算が減額又は削除されたとき

は、本契約を変更又は解除することができる」旨の記

載がなかった。 

 長期継続契約は、債務負担行為の設定を行うことな

く翌年度以降にわたり契約を締結できる例外的な契約

方法であり、契約書に前述の条文を明記することが必

自家用電気工作物保安管理業務委託については、令

和7年7月から衛生浄化センター運転管理委託（令和

7年7月1日から令和12年6月30日まで）に含めて

実施しており、契約書に「翌年度以降において、この

契約に係る予算の減額又は削除があったときは、受注

者にこの契約の変更の申し出、又はこの契約を解除す

ることができる。」との条文を明記した上で、契約事務

を行いました。 
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須条件とされている。 

 適正な契約事務を行われたい。 

環境政策課 

監査結果公表日 令和5年6月30日（奈良市監査委員告示第11号） 

措置結果通知日 令和7年10月7日 

[監査の結果] [措置の内容] 

奈良市自転車駐車場の管理については、指定管理者

制度が導入されており、基本協定書において、指定管

理料で購入した備品の所有権は市に帰属するものとさ

れているが、所管課は指定管理者が購入した備品の確

認を行っていなかった。 

このため、指定管理期間開始当初からの状況を確認

したところ、平成30年度に備品が購入されており、備

品台帳への登録が漏れていることが判明した。 

所管課においては、今回の調査で明らかとなった備

品について、現物を確認した上で速やかに登録を行い、

市の財産として適切に管理されたい。 

奈良市高の原第三自転車駐車場及び奈良市中筋自転

車駐車場における指定管理料で購入した備品につい

て、現物を確認した上で、令和 5年度に全ての備品に

ついて備品台帳への登録を行いました。 

今後、新たに購入する備品についても漏れなく登録

を行うとともに、これら備品について市の財産として

適切に管理して参ります。 

[監査の結果] [措置の内容] 

契約金額が20万円以上50万円以下の施設修繕及び

機械器具修繕において、請書を徴取していなかった。 

請書は相手方が業務を受注したことを証明する重要

な書類であり、奈良市契約規則第 21 条第 2 項におい

て、契約金額が20万円以上のものについては徴取が必

要であると規定されている。 

請書の必要性について十分に理解の上、契約規則に

基づき適正な契約事務を行われたい。 

令和6年度以降、契約金額が20万円以上50万円以

下の施設修繕の契約について、全て請書を徴取しまし

た。 

今後も、契約事務を複数人による確認体制により執

行することを徹底し、奈良市契約規則に基づき適正な

事務処理に努めます。 

（令和7年10月8日掲示済） 

 

公 営 企 業    

奈良市企業局告示第54号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈良市水道局管理規程第7号）第4条第1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和7年10月1日 

    奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

辰己設備 辰己 秀樹 奈良県天理市二階堂上ノ庄町89番地15 令和7年9月19日 

（令和7年10月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第55号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和33年法律第79号）第9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和7年10月1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に

供する。 

 令和7年10月1日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 
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令和7年10月15日 

下水を排除及び下水を処理すべき区域 
排水施設

の位置 

排水施設の合流式

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

柏木町177-1他 ①  分流 

大和郡山市額田部南町160 

奈良県浄化センター 

学園大和町六丁目694-5他 ②  分流 

疋田町529-2の一部他 ③  分流 

南新町59-1の一部他 ④  分流 

秋篠町1184-2の一部他 ⑤  分流 

学園朝日町637-8 ⑥  分流 

大森町82-1 ⑦  分流 

東九条町628-9 ⑧  分流 

南新町68の一部 ⑨  分流 

中山町1489-3他 ⑩  分流 

位置図省略 

（令和7年10月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第56号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈良市水道局管理規程第7号）第4条第1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和7年10月9日 

    奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

株式会社水幸 
代表取締役 村尾 

昌則 

大阪府大阪市東淀川区豊里四丁目13番

17号 
令和7年9月24日 

（令和7年10月9日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第57号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈良市水道局管理規程第7号）第5条の2第1項の規定に

より奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定の更新をしたので、同規程第 10 条の規定により次のとおり公示す

る。 

 令和7年10月14日 

奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

指定番号 名称 代表者名 所在地 指定の有効期間満了日 

1 福井水道工業株式会社 阪田 文彦 奈良市法蓮町152-1 令和12年9月29日 

2 株式会社三企水道工業所 川崎 永美 奈良市法華寺町665番地 〃 

6 株式会社稲葉設備 稲葉 陽介 奈良市北永井町419番地 〃 

8 株式会社野矢設備工業所 野矢 明 奈良市平松三丁目26番18号 〃 

11 株式会社都ウイズテック 山品 文昭 奈良市菅原町9番地の1 〃 

12 有限会社川浪工業所 渡邉 浩二 
奈良市富雄北三丁目 21 番 17

号 
〃 

13 奈良水道工業株式会社 阿蘇品 勇 奈良市奈良阪町2674番地の9 〃 

14 有限会社栄商会 藤井 透 奈良市四条大路五丁目6-15 〃 

18 株式会社新田水道 安部 彩織 奈良市神功三丁目7番地の25 〃 

20 富士設備工業株式会社 林 弘満 
奈良市あやめ池南七丁目 858

番地 
〃 

21 株式会社森岡興産 栫山 政一 奈良市中山町1866番地 〃 

23 竹田水道工業株式会社 竹田 知弘 奈良市中町235番地の1 〃 
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25 株式会社昭和設備工業所 野矢 武行 奈良市法華寺町192番地の1 〃 

27 林設備工業株式会社 林 靖之 奈良市押熊町842番地の1 〃 

30 相和建設株式会社 藤本 剛 奈良市須川町991番地の1 〃 

31 株式会社谷垣工業所 谷垣 孝一 奈良市三碓六丁目8番54号 〃 

36 大東設備工業株式会社 大東 浩之 奈良市紀寺町807番地の3 〃 

37 株式会社尾田組 尾田 安信 奈良市高畑町738番地の2 〃 

41 
株式会社藤田工務店水道

部 
浦 加代子 

奈良市南京終町四丁目380 番

地の6 
〃 

43 有限会社東川設備  東川 幸弘 奈良市柏木町390番地の1 〃 

46 株式会社福井商会 福井 清之 奈良市柏木町177番地 〃 

49 株式会社朝日土建 川井 俊二 
奈良市奈良阪町1085番地緑

商第一ビル102号 
〃 

55 株式会社大安寺設備 藤本 忠司 奈良市南永井町75番地2 〃 

64 株式会社森村設備 森村 彰博 
奈良市四条大路三丁目2番73

号 
〃 

68 山添設備 田中 啓之 
奈良市東九条町 1014 番地の

163 
〃 

69 三和建設株式会社 小林 伸嘉 奈良市西大寺栄町3番12-6号 〃 

70 
株式会社学園前ガスセン

タ- 
中谷 賀典 奈良市宝来四丁目16番54号 〃 

76 山本建設工業 山本 信博 奈良市藤原町25番地の1 〃 

77 俊幸建設 山中 俊男 奈良市六条西四丁目4番18号 〃 

79 吉田興業 吉田 義信 奈良市古市町724番地の2 〃 

81 和泉設備工業株式会社 車谷 裕正 
奈良市西登美ヶ丘一丁目5番

8号 
〃 

83 
株式会社学研都市設備生

駒支店 
川東 政哉 

奈良県生駒市北田原町 2452

番地の21 
〃 

86 免田水道設備 免田 親敏 奈良市古市町1365番地の14 〃 

87 山本商会 山本 清治 奈良市法華寺町1170番地の3 〃 

96 株式会社西山設備工業 西山 和男 奈良市秋篠町1243番地の2 〃 

102 廣岡建設株式会社 吉田 茂男 奈良市茗荷町1033番地 〃 

103 有限会社オズ設備 野矢 悦三 
奈良市大安寺西一丁目288 番

地の6 
〃 

105 
株式会社今西住設ガスセ

ンタ- 
今西 隆彦 奈良市此瀬町353番地 〃 

106 株式会社広成 吉田 一成 
奈良市横井二丁目273 番地の

6 
〃 

110 有倖設備株式会社 林 俊雄 奈良市富雄北三丁目1番40号 〃 

112 カヤキ設備工業所 榧木 勝祥 奈良市古市町1223番地の3 〃 

116 株式会社関西設備 新田 桂丈 奈良市神功五丁目2番地の29 〃 

122 株式会社西井商店 西井 康博 
奈良市南京終町五丁目223 番

地の1 
〃 

124 三浦産業株式会社 三浦 伸一 
奈良県大和郡山市南郡山町

468番地 
〃 

128 沢設備工事株式会社 澤 光彦 
奈良県橿原市石川町291 番地

1 
〃 



令和 7年 11 月 4日 

（火曜日） 奈 良 市 公 報 第 155 号 

－ 71 － 

131 三和設備工業株式会社 植村 英毅 奈良市川上町576番地の4 〃 

132 株式会社宮坂工務店 宮坂 勝紀 奈良市三条栄町17番11号 〃 

135 株式会社リビングイワイ 岩井 麻利子 奈良市右京一丁目3番地の1 〃 

136 永栄工業株式会社 永野 義久 
京都府木津川市市坂久保川38

番地 
〃 

137 株式会社谷村工業 谷村 博之 
大阪府東大阪市中石切町三丁

目1番3号 
〃 

138 

愛知時計電機株式会社 

大阪支店執行役員支店長 

橋本 治 

國島 賢治 
大阪市淀川区三津屋北二丁目

22番5号 
〃 

140 木下設備株式会社 木下 明子 
京都府相楽郡精華町光台七丁

目16番地3 
〃 

143 鹿間設備株式会社 鹿間 弘之 
奈良県大和郡山市矢田町5745

番地の3 
〃 

145 宮城建設株式会社 宮城 健 
京都府木津川市木津川端 16

番地3 
〃 

147 イワオ産業株式会社 大上 美由紀 
奈良市五条畑一丁目19番12

号 
〃 

148 橋本興業 橋本 栄吉 
奈良市八条三丁目729 番地の

1 
〃 

149 トウコ-工業 奥角 強 奈良県生駒市南田原町1096-1 〃 

150 株式会社マエダ 前田 能孝 
奈良県大和郡山市額田部寺町

15番地の1 
〃 

151 有山農工社株式会社 有山 久一 
奈良県生駒市高山町 4103 番

地の1 
〃 

160 大角工業 大角 秀樹 
奈良県生駒郡斑鳩町小吉田二

丁目38-1 
〃 

165 仲野水道設備株式会社 中野 惠司 奈良県生駒市谷田町808番地 〃 

169 三有設備 山原 滋 奈良市六条二丁目11番6号 〃 

175 
株式会社阪奈ガスセンタ

ー 
森下 侑樹 

奈良県生駒市山崎町 24 番 18

号 
〃 

176 株式会社ハナフサ 近藤 久喜 
大阪市中央区谷町七丁目5番

9号 
〃 

183 國廣設備 國廣 和孝 
奈良市四条大路南町 12 番 12

号 
〃 

186 株式会社大登建設 岡田 悦子 奈良市青山八丁目170番地 〃 

719 株式会社ユーアイ技研 二越 公嗣 
大阪府羽曳野市埴生野577 番

地の4 
令和12年10月1日 

720 株式会社ケンズ 西村 賢次 
大阪市住之江区平林南一丁目

5番12号 
令和12年10月12日 

721 株式会社カンプロ 山本 晋平 兵庫県西宮市津門飯田町3-26 令和12年10月12日 

722 関西水道用品株式会社 戸梶 創 
大阪府豊中市服部本町二丁目

8番19号 
令和12年10月13日 

247 株式会社中央 樫平 隆明 奈良市杏町78-6 令和12年10月20日 

723 株式会社水光社 唐澤 明弘 
兵庫県尼崎市昭和通二丁目

12-3 
令和12年11月8日 
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724 日誠建設株式会社 森田 徹 
奈良県天理市富堂町 33 番地

の1 
令和12年11月23日 

725 株式会社綜合 福本 永成 大阪府豊中市清風荘1-12-2 令和12年12月17日 

726 有限会社森菊鉄工 森本 和樹 
京都府木津川市鹿背山鹿口29

番地 
令和13年2月1日 

728 
株式会社住宅ホームサー

ビス 
辻田 敏伸 

大阪府堺市堺区一条通 11-25

ライズOTMビル401 
令和13年2月16日 

729 マツシタ設備 松下 直樹 奈良市古市町1365番地の14 令和13年3月1日 

730 
株式会社ウォーターサー

ビス五木 
福西 哲 奈良県 城市當麻44番地3 令和13年3月9日 

731 北門設備 北門 淳一 
奈良県生駒郡三郷町立野南一

丁目7番23号 
令和13年3月25日 

（令和7年10月14日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第58号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈良市水道局管理規程第7号）第4条第1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和7年10月14日 

    奈良市公営企業管理者  増 田   聡  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

髙瀨工業株式会社 
代表取締役 髙瀨 

和伸 
奈良市古市町1683番地の4 令和7年10月2日 

（令和7年10月14日掲示済） 

 

教 育 委 員 会     

奈良市教育委員会告示第15号 

 令和7年10月定例教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委

員会規則第12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和7年10月15日 

                            奈良市教育委員会      

                             教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和7年10月21日（火）午前10時から 

2 場 所 

奈良市役所 中央棟地下1階 B1会議室 

3 会議に付すべき事案 

その他報告事項 

その他報告事項（1）奈良市立中学校におけるいじめ事象について 

 傍聴受付は、開催日の午前9時から午前9時50分まで、教育政策課にて行います。定員は5名で、定員になり次

第締切させていただきます。 

（令和7年10月15日掲示済） 

 

農 業 委 員 会 

奈良市農業委員会告示第10号 

 奈良市農業委員会令和7年10 月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議
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規則（昭和32年奈良市農業委員会告示第3号）第2条第1項の規定により告示します。 

 令和7年10月6日 

奈良市農業委員会長  巽   一 孝  

1 日時 

令和7年10月14日（火）午後1時30分 

2 場所 

奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 北棟6階 602会議室 

3 審議案件  

・法令等に基づく事務関係 

(1) 農地法（昭和27年法律第229号）第3条、第4条及び第5条に関する許可申請及び届出について 

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）に基づく農用地利用集積等促進計画について 

(3) 農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）第29条第1号に該当する転用の届出について 

(4) 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

(5) 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について 

(6) 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明について 

(7) 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第13条の規定による生産緑地の取得のあっせん結果について 

(8) 知事許可について 

（令和7年10月6日掲示済） 


